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(厚生政策課)

O医療支援給付のための医療を担当させる機関の指定

(同

O生活保護法に基づく指定医療機関の診療所等の廃止の
届出 ( 同 ) 
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O介護支援給付のための居宅介護を担当させる機関の指

定 (同)

O生活保護法に基づく指定介護機関の事業所の所在地の
変更の届出 ( 同 ) 

O中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す
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石川県告示第169号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条の規定により、医療扶助のための医療を担当させる機関を次のとおり

指定 した。

令和 4年 5月 6日

3 0個人演説会、政党演説会及び政党等演説会を開催する
ことができる公営施設の指定の取消 しの報告

正誤

O令和4.4.5第13496号中3 

3 

£ヒ
Eヨ 刀ミ

石川県知事 馳 ミ国二
1同

名 称 所 在 地 指定年月日

とりい皮膚科クリニック 野々市市白山町6番17号 令和4年 3月 2日

こまつ整形外科クリニック 小松市符津町ム161番地 1 令和4年 4月 1日

きりの里診療所 白山市河内町きりの里63番 1 令和4年 4月 1日

うちなだ訪問看護ステーションエヴ、ア 河北郡内灘町字大学 2丁目 25番地2コーポ大学103 令和4年 4月 1日

石川県告示第170号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国 した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

(平成 6年法律第30号)第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和25年法律第144号)第

49条の規定により、 医療支援給付のための医療を担当させる機関を次のとおり指定した。

令和 4年 5月6日

石川県知事 馳 ミ国二
1口
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名 称 所 在 地 指定年月日

とりい皮膚科クリニック 野々市市白山町6番17号 令和4年 3月 2日

こまつ整形外科クリニック 小松市符津町ム161番地 1 令和4年4月 1日

きりの里診療所 白山市河内町きりの里63番 1 令和4年4月 1日

うちなだ訪問看護ステーションエヴァ 河北郡内灘町字大学2丁目 25番地2コーポ大学103 令和4年4月 1日

石川県告示第171号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の 2の規定により、指定医療機関から、次のとおり診療所等を廃止し

た旨の届出があった。

令和4年 5月 6日

石川県知事 馳 f告

名 称 所 在 地 廃止年月日

とりい皮膚科クリニック 野々市市白山町6番 9号 令和4年 2月28日

医療法人社固 定梶医院 輪島市門前町銅地タの24番地 令和4年 3月25日

FORAC薬局 河北郡内灘町ハマナス 2丁目47 令和4年 3月31日

万行あおぞら薬局 七尾市万行二丁目 64番地 令和4年 3月31日

銅地あおぞら薬局 輪島市門前町錦地タ96番地 令和4年 3月31日

石川県告示第172号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

(平成 6年法律第30号)第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和25年法律第144号)第

50条の 2の規定により、指定医療機関から、次のとおり診療所等を廃止した旨の届出があった。

令和4年 5月 6日

石川県知事 馳 浩

名 称 所 在 地 廃止年月日

とりい皮膚科クリニック 野々市市白山町6番 9号 令和4年 2月28日

医療法人社固 定梶医院 輪島市門前町錦地タの24番地 令和4年 3月25日

FORAC薬局 河北郡内灘町ハマナス 2丁目47 令和4年 3月31日

万行あおぞら薬局 七尾市万行二丁目 64番地 令和4年 3月31日

錦地あおぞら薬局 輪島市門前町錦地タ96番地 令和4年 3月31日

石川県告示第173号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の 2第 1項の規定により、介護扶助のための居宅介護を担当させる機

関を次のとおり指定した。

令和4年 5月 6日

石川県知事 馳 1告

指定介護 事 業 者 指定介護 事業 所 指定

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在地 年月日

株式会社優・優 能美市火釜町リ 1番 8
訪問介護ステーションた

能美市火釜町リ1番 8
令和4年

んぽぽ 2月10日

株式会社クス リのアオキ 白山市松本町2512番地 クスリのアオキ寺井薬局 能美市寺井町ロ90番 1
令和 3年

12月 1日
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石川県告示第174号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

(平成 6年法律第30号)第14条第4項の規定によりその例による こととされる生活保護法(昭和25年法律第144号)第

54条の 2第 1項の規定により、介護支援給付のための居宅介護を担当させる機関を次のとお り指定した。

令和4年 5月 6日

石川県知事 馳 I告

指 定 介 護事業者 指 定 介護事業所 指 定

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所在 地 年月 日

株式会社優 ・優 能美市火釜町リ1番 8
訪問介護ステーションた

能美市火釜町リ 1番 8
令和4年

んぽぽ 2月10日

株式会社クス リのアオキ 白山市松本町2512番地 クス リのアオキ寺井薬局 能美市寺井町ロ90番 1
令和 3年

12月 1日

石川県告示第175号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の 2第 5項において準用する 同法第50条の 2の規定により 、指定介護

機関から、次のとおり事業所の所在地を変更 した旨の届山があった。

令和 4年 5月 6日

石川県知事 馳 浩

指定介護事業者 指定介護事業所
変更

名 称 主たる事在務所
の所 地

名 称 所在地 年月 日

社会福祉法人多花楽会
新

鳳珠郡能登町字柳田信部

社会福祉法人多花 鳳珠郡能登町字柳
多花楽会訪問入浴介護事業所

1006番地 平成29年

51白てυZE3NZ 田信部1006番地 鳳珠郡能登町字柳田信部 6月14日

多花楽会通所介護事業所
|日

6番地

石川県告示第176号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国 した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

(平成 6年法律第30号)第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法 (昭和25年法律第144号)第

54条の 2第 5項において準用する同法第50条の 2の規定により 、指定介護機関から、次のとおり事業所の所在地を変

更した旨の届出があった。

令和4年 5月 6日

指定介護事業者

名 称 主たる事在務所
の所 地

社会福祉法人多花 鳳珠郡能登町字柳

51白てυz2xN 田信部1006番地

石川県告示第177号

石川県知事 馳

指定介護事業所

名 称 所在 地

社会福祉法人多花楽会
幸庁

鳳珠郡能登町字柳田信部

多花楽会訪問入浴介護事業所
1006番地

鳳珠郡能登町字柳田信部

多花楽会通所介護事業所
|日

6番地

ミ国二
1同

変更

年月 H

平成29年

6月14日

生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の 2第 5項において準用する同法第50条の 2の規定により、指定介護

機関から、次のとおり事業所を廃止 した旨の届出があった。

令和4年 5月 6日
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石川県知事 馳 I告

指定介護事業者 指定介護事業所 廃止

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所在地 年月日

浜田政雄
羽咋市南中央町ユ72番

浜田歯科医院
羽咋市南中央町ユ72番 令和4年

生也 1 士也 1 3月31日

石川県告示第178号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

(平成 6年法律第30号)第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和25年法律第144号)第

54条の 2第 5項において準用する同法第50条の 2の規定により、指定介護機関から、次のとおり 事業所を廃止した旨

の届出があった。

令和4年 5月 6日

石川県知事 馳 f告

指定介護事業者 指定介護事業所 廃止

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所在地 年月日

浜田政雄
羽咋市南中央町ユ72番

浜田歯科医院
羽咋市南中央町ユ72番 令和4年

生也 1 士也 1 3月31日

石川県告示第179号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第 2項において準用する同法第50条の 2の規定により、指定を受けた

施術機聞から、次のとおり施術所を廃止した旨の届出があった。

令和4年 5月6日

氏名(名称)

竹内 忠司(竹内接骨院)

三井守(三井接骨院)

所在

馳

一

事

一

知

一

県

一

j

一

石

一地

浩

小松市新鍛治町乙229番地

小松市須天町2丁目276番 2号

廃止年月日

令和4年 3月31日

令和4年 3月31日

石川県告示第180号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

(平成 6年法律第30号)第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和25年法律第144号)第

55条第 2項において準用する同法第50条の 2の規定により指定を受けた施術機関から、次のとおり施術所を廃止した

旨の届出があった。

令和4年 5月6日

氏名(名称)

竹内 忠司(竹内接骨院)

三井守(三井接骨院)

所 在

馳

一

事

一

知

一

県

一

J

一

石

一地

浩

小松市新鍛治町乙229番地

小松市須天町2丁目276番 2号

廃止年月日

令和4年 3月31日

令和4年 3月31日

石川県告示第181号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第 1項の規定により、次のとおり歳入の徴収事務を委託した。

令和4年5月 6日

石川県知事 馳 I告
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委 託 事 項
委 託 先

委託期間
所在 地 名 称

石川県国際交流センターに係る使用料の徴 金沢市本町 1丁目 5 公益財団法人石川県 令和4年 4月 1日から

収事務 番 3号 国際交流協会 令和 5年 3月31日まで

石川県告示第182号

森林法(昭和26年法律第249号)第33条の 2第 1項の規定により、次のとおり保安林の指定施業要件を変更する。

令和 4年 5月 6日

1 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

白山市(次の図に示す部分に限る。)

2 保安林と して指定された目的

公衆の保健

3 変更後の指定施業要件

(1) 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る立木の伐採を禁止する。

イ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

(2) 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

石川県知事 馳 ミ国二
1同

(1次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を石川県農林水産部森林管理課及び白山市役所に備え

置いて縦覧に供する。)

公

土地改良区の役員退任公告

とtニ
Eヨ

土地改良法(昭和24年法律第195号)第四条第17項の規定により、次のとおり土地改良区の役員が退任した旨の届

出があった。

令和 4年 5月6日

石川県知事 馳 1告

大日ダム土地改良区連合

職名 氏 名 住 所 退任年月日

理事 本 屋 ?爾害夫 白山市長島町72番地 令和4年 3月28日

11 宮 西 豊 能美郡川北町字士室/レ211番地9 11 

11 西 田 集 次 白山市徳光町18番地 11 

11 東 本 政 光 白山市木津町 1番地 11 

11 十す 内 茂 男 白山市明島町ム34番甲地 11 

11 辻 悪 白山市小柳町へ325番地 11 

11 林 1専 i，巳t」、 野々市市上林三丁 目116番地 11 

11 r昌.... 西 久 白山市中ノ郷町イ62番地 11 

11 中 ) 11 賢 白山市宮永市町260番地 11 

11 佐 武 憲 白山市村井町96番地 11 

11 伊 藤 健 白山市漆島町60番地 11 

11 新 宅~ 平日 幸 能美郡川北町字国子島甲72番地 11 

11 善 田 普 作 能美市岩内町ヌ 10番地 11 

11 r昌.... 西 健 三仁と1 小松市松梨町乙55番地 11 

11 :lt 里子 哲 能美市中ノ江町イ73番地 11 
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!I 亀 田 保 能美市新保町チ17番地 !I 

!I 士 P疋- f恵 女子 小松市長崎町ホ452番地 !I 

!I 下 口 文 博 加賀市片山津町リ 19番地 !I 

!I 灰 田 繁 雄 小松市向本折町牛211番地 !I 

!I 高 多 益 以 金沢市上安原町587番地 !I 

!I 寺 田 基 喜 金沢市二ツ寺町イ44番地 !I 

!I 中 谷 ヨri口為 夫 加賀市伊切町にの148番地 !I 

監事 中 キナ イ言 夫 白山市明島町ヌ143番地 !I 

!I 石 浦 義 守 能美市牛島町ロ261番地 !I 

!I 井 家 美 智男 小松市矢田野町29の95番地 !I 

志賀町土地改良区

職名 氏 名 住 所 退任年月日

理事 泉 勝 羽咋郡志賀町町21の31番地 令和4年 3月31日

!I 松 島 イ言 夫 羽咋郡志賀町徳田乙の31番地 !I 

!I 青 山 幸 羽咋郡志賀町福野ワの 9番地 1 !I 

!I 大 家 勇 羽咋郡志賀町米町ホの32番地 !I 

!I 市 } 11 多目 夫 羽咋郡志賀町酒見新堂171番地 1 !I 

!I 松 浦 恒 義 羽咋郡志賀町末吉マの 5番地 2 !I 

!I 土 橋 裕 久 羽咋郡志賀町代田 7の6番地 1 !I 

!I 辻 口 光 政 羽咋郡志賀町町28の47番地 !I 

!I 方オ木ご 平 守 羽咋郡志賀町矢駄タの62番地 !I 

!I 須 間 伸 一 郎 羽咋郡志賀町大島耕の 3番地 3 !I 

!I 内 演 英 世 羽咋郡志賀町相神への10番地 !I 

!I 脇 田 喜代志 羽咋郡志賀町百浦メの61番地 !I 

!I 政 氏 友 成 羽咋郡志賀町二所宮128番地 2 !I 

!I 揖1 橋 俊 虞 羽咋郡志賀町大坂ムの30番地 !I 

!I 寺 津 {8品ζ 彦 羽咋郡志賀町安津見36の55番地 !I 

監事 向 永 手Ij 公 羽咋郡志賀町梨谷小山17字15番地 !I 

!I 裏 秀 平日 羽咋郡志賀町仏木カの 2番地 !I 

!I 山 本 '珪L午牙、 羽咋郡志賀町今回ロの87番地 !I 

内浦土地改良区

職名 氏 名 住 所 退任年月日

理事 山 ブじ i享 鳳珠郡能登町字九里川尻 9字38番地 令和4年 4月12日

!I 花 畑 三育吾干 鳳珠郡能登町字時長8字52番地 !I 

!I 菊 回 {~ 也 夫 鳳珠郡能登町字布浦レ字64番地10 !I 

!I 天 里子 5手当Lた 鳳珠郡能登町字秋吉6字70番地 !I 

!I 平 鳳珠郡能登町字滝之窃ヶ字29番地 !I 

!I 中 橋 博 鳳珠郡能登町字上12字37番地 !I 

!I 内 木 洋 雄 鳳珠郡能登町字布浦チ字33番地 !I 

!I 浅 山 成 止任 鳳珠郡能登町字宮犬12字34番地 1 !I 

監事 フE 谷 猛 鳳珠郡能登町字上21字37番地 !I 

!I 新 名 日百 平 鳳珠郡能登町字清真 3字57番地 !I 
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才田土地改良区

職名 氏 名 イ土 所 退任年月日

理事 小 浦場 とY士r. 金沢市才田町甲128 令和4年 3月24日

" 嶋 励 金沢市才田町東130 " 
" ) 11 端 満 金沢市才田町乙183-3 " 

" 中 ) 11 正 春 金沢市才田町乙51 " 
" 綿 村 裕 金沢市才田町は21 " 
" 

r昌ム噂 聖子 金沢市才田町乙 4 " 

" 片 岡 で吾金プ 宏 金沢市才田町は4 " 
" 横 井 恵 喜 金沢市才田町乙108 " 
" 林 哲 朗 金沢市八田町東969-1 " 
" 東 幸 9ム 金沢市八田町東622 " 
" 

r昌-"-. ) 11 明 光 金沢市八田町東1415 " 
" 浅 井 j青 崩司 金沢市大額 1-163-5 " 

監事 奥 キナ 登 志 金沢市才田町は57 " 
" 戸 井 松 金沢市八田町東249 " 

" 町 中十 源 蔵 金沢市二 日市町ヌ96-2 " 
八回土地改良区

職名 氏 名 住 所 退任年月日

理事 神 田 イ申 金沢市八田町東1525番地 令和 3年 3月31日

監事 中 田 憲 金沢市八田町東253番地 " 
" 橘 基 芳 金沢市八田町東48番地 1 " 

長坂用水土地改良区

職名 氏 名 住 所 退任年月日

理事 山 キナ 憲 金沢市長坂 2丁目 3番 8号 令和4年 3月31日

" 新 蔵 ろL 明 金沢市若草町10番31号 " 
" キT 田 幸 金沢市野田町へ333番地 " 
" 角 本 雅 成 金沢市泉野出町2丁目 13番20号 " 
" 聖子 キナ 外茂雄 金沢市泉野町 1丁 目18番 2号 " 

監事 南1 桑 ヂ日 夫 金沢市野田町チ181番地 " 
" 7.K 橋 長 之 金沢市長坂 1丁目 4番41号 " 
" 宮 田 健 一 郎 金沢市長坂 3丁目 8番 7号 " 

土地改良区の役員就任公告

土地改良法(昭和24年法律第195号)第四条第17項の規定により、次のとおり土地改良区の役員が就任した旨の届

出があった。

令和 4年 5月6日

石川県知事 馳 浩

大日ダム土地改良区連合

職名 氏 名 住 所 就任年月日

理事 本 屋 禰寿夫 白山市長島町72番地 令和4年 3月29日

" 
r呂-"-. 西 豊 能美郡川北町字士室ノレ211番地 9 " 

" 西 田 柴 次 白山市徳光町18番地 " 
" 東 本 政 光 白山市木津町 1番地 " 
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!I fす 内 茂 男

!I 辻 恵

!I 林 j専 志

!I r昌ムー， 西 久 信

!I 中 ) 11 賢

!I 佐 武 憲

!I (芳 藤 健

!I 新 Z炉ムじー， 平日 手一←兵

!I 善 田 耳日五 作

!I r昌.c， 西 健 三口と

!I ::It 聖子 哲

!I 亀 田 保

!I 士 r疋ムー・ t春 女子

!I 下 口 文 博

!I 灰 田 繁 雄

!I 高 多 主主 以

!I 寺 田 基 で吾会~

!I 中 郷 正 志

監事 津 村 τ口t 之

!I 石 浦 義 守

!I 井 家 美智男

志賀町土地改良区

職名 氏 名

理事 泉 勝

!I 土 橋 裕 久

!I 辻 口 光 政

!I 方フ忙木 平 守

!I 大 家 正 樹

!I 松 島 夫

!I 内 演 英 世

!I 脇 田 喜 代志

!I 政 氏 友 成

!I 南1 橋 俊 贋

!I 須 間 伸 一 郎

!I 寺 t宰 俊 彦

!I 中 林 芳 雄

!I 新 谷 昌 史

!I 山 克 i，巳t」、

!I 久 田 政 樹

監事 奥 下 建

!I 里子 崎 豊 昭

!I 堤 谷 博

内浦土地改良区

氏 名

山元淳

石川県 公報

白山市明島町ム34番甲地

白山市小柳町へ325番地

野々市市上林三丁 目116番地

白山市中ノ郷町イ62番地

白山市宮永市町260番地

白山市村井町96番地

白山市漆島町60番地

能美郡川北町字国子島甲72番地

能美市岩内町ヌ10番地

小松市松梨町乙55番地

能美市中ノ江町イ73番地

能美市新保町チ17番地

小松市長崎町ホ452番地

加賀市片山津町リ 19番地

小松市向本折町牛211番地

金沢市上安原町587番地

金沢市二ツ寺町イ44番地

加賀市新保町ヲ 1番地

野々市市下林四丁 目174番地

能美市牛島町ロ261番地

小松市矢田野町29の95番地

住 所

羽咋郡志賀町町21の31番地

羽咋郡志賀町代田 7の6番地 1

羽咋郡志賀町町28の47番地

羽咋郡志賀町矢駄タの62番地

羽咋郡志賀町鹿頭ム40番地

羽咋郡志賀町徳田乙の31番地

羽咋郡志賀町相神への10番地

羽咋郡志賀町百浦メの61番地

羽咋郡志賀町二所宮128番地 2

羽咋郡志賀町大坂ムの30番地

羽咋郡志賀町大島耕の 3番地3

羽咋郡志賀町安津見36の55番地

羽咋郡志賀町宿女ソ64番地

羽咋郡志賀町末吉ワの95番地

羽咋郡志賀町町居ルの21番地

羽咋郡志賀町小室2の18番地

羽咋郡志賀町酒見松田305番地

羽咋郡志賀町代田ラの23番地

羽咋郡志賀町大笹9の185番地

住 所

鳳珠郡能登町字九里川尻 9字38番地

第 13504号

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

就任年月日

令和4年 4月 1日

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

就任年月日

令和4年 4月13日
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!I 花 畑 害 鳳珠郡能登町字時長8字52番地 !I 

!I 菊 田 俊 夫 鳳珠郡能登町字布浦レ字64番地10 !I 

!I 天 里子 」立E与を- 鳳珠郡能登町字秋吉6字70番地 !I 

!I 平 信 鳳珠郡能登町字滝之坊ヶ字29番地 !I 

!I 中 橋 博 鳳珠郡能登町字上12字37番地 !I 

!I 浅 山 成 雄 鳳珠郡能登町字宮犬12字34番地 1 !I 

!I 平 田 文 博 鳳珠郡能登町字布浦チ字 1番地 !I 

監事 浅 井ー 弘 之 鳳珠郡能登町字松波14字48番地 !I 

!I 瀧 田 敦 夫 鳳珠郡能登町字布浦ロ字18番 3地 !I 

才田土地改良区

職名 氏 名 住 所 就任年月 日

理 事 嶋 励 金沢市才田町東130 令和4年 3月25日

!I 奥 キす 主支~会 "じと」、 金沢市才田町は57 !I 

!I ) 11 端 満 金沢市才田町乙183-3 !I 

!I 井 上 孝 俊 金沢市才田町は97 !I 

!I 綿 中十 裕 金沢市才田町は21 !I 

!I 穴 田 浩 金沢市才田町甲168 !I 

!I 中 ) 11 正 春 金沢市才田町乙51 !I 

!I 片 岡 で吾会~ 宏 金沢市才田町は4 !I 

!I 林 哲 朗 金沢市八田町東969-1 !I 

!I 東 幸 日ム 金沢市八田町東622 !I 

!I r昌-"-. ) 11 明 光 金沢市八田町東1415 !I 

!I 浅 井 1青 面司 金沢市大額 1-163-5 !I 

監事 横 井 悪 で吾金プ 金沢市才田町乙108 !I 

!I 戸 井 松 金沢市八田町東249 !I 

!I 町 キナ 源 蔵 金沢市二 日市町ヌ96-2 !I 

!I 桝 屋 誠 金沢市才田町乙220-1 !I 

八回土地改良区

職名 氏 名 住 所 就任年月日

理事 中 田 憲 金沢市八田町東253番地 令和4年 4月 1日

!I 橘 基 芳 金沢市八田町東48番地 1 !I 

監事 辻 十半 宏 金沢市八田町東592番地 !I 

!I ネ申 田 イ申 金沢市八田町東1525番地 !I 

!I 中 黒 貝 金沢市八田町東954番地 !I 

長坂用水土地改良区

職名 氏 名 住 所 就任年月 日

理事 山 キナ 憲 金沢市長坂2丁目 3番 8号 令和4年 4月 1日

!I 新 蔵 ろL 明 金沢市若草町10番31号 !I 

!I 石 里子 裕 金沢市野田町2丁目260番地 !I 

!I 笠 置 忠、 "巳t」、 金沢市泉野町 1丁目 16番30号 !I 

!I 角 本 雅 成 金沢市泉野出町2丁目 13番20号 !I 

監 事 71< 橋 長 之 金沢市長坂 1丁目 4番41号 !I 

!I 田 畑 五 月 金沢市野田町へ336番地 !I 

!I 
r昌ム噌

田 健 一 郎 金沢市長坂3丁 目8番 7号 !I 
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選挙管理委員会

石川県選挙管理委員会告示第63号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第 1項第 3号の規定による個人演説会、政党演説会及び政党等演説会

を開催することができる公営施設につき、次のとおり指定を取り消した旨の報告があったので、同条第4項の規定に

より告示する。

令和 4年 5月6日

石 川 県選挙管理委員会

施設名

城野町地区集会所

武連地区集会所

所 在 地 指定取消年月日

令和4年 4月 6日

令和4年 4月 6日

鳳珠郡能登町字宇出津山分5字26番地

鳳珠郡能登町字武連 1字16番地 2

正 旦ハ吾-ロ

令和4年 4月 5日発行の石川県公報第13496号中、 正誤次のとおり

件名

石川県告示第131号

石川県告示第132号

誤

小松市子馬出町18番地

小松市子馬出町18番地

正

小松市小馬出町18番地

小松市小馬出町18番地

( 1箇月 2，350円送料とも) 発行人干920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地 石川県

印刷所 干92卜8002 石川県金沢市玉鉾4丁目 166番地 側共栄 TEL(076) 292-2236 


